
プラチナ光プラチナアシストプラン利用規約 

 

第１条（本規約の適用等） 

１ 当社は、当社が別途定める「プラチナ光サービス利用規約」（以下、「基本規約」

といいます）第１条第２項記載の個別規約として、この「プラチナ光プラチナアシス

トプラン利用規約」（以下、「本規約」といいます）を定めます。 

当社が提供する「プラチナ光サービス」の各種プランのうち、「プラチナ光プラチナア

シストプラン」（光回線サービス、サイバーセキュリティ補償サービス（その内容は、

第２条第１項第（１）号で定義します）および安心端末補償サービス（その内容は、

第２条第１項第（２）号で定義します）の３つのサービスを組み合わせて提供するプ

ランであり、以下、「本件プラン」といいます）を選択し、ご契約いただいた場合に

は、そのご利用に際しては、基本規約だけではなく、本規約にも同意したとみなさ

れ、基本規約および本規約が併せて適用されますので、ご利用いただく前に必ずお読

みください。 

２ 本件プランは、「プラチナ光サービス」のプラン名であり、「プラチナ光サービ

ス」の一種を構成するものになります。したがって、本件プランないし本件プランを

構成するサービスの一部であるサイバーセキュリティ補償サービスまたは安心端末補



償サービスのご利用に関し、本規約に定めがない事項は、基本規約で本件プランない

しサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サービスには適用

しない旨を明確に謳っている条項を除いては、本件プランの利用者（本規約におい

て、以下、単に「利用者」といいます）は、基本規約のすべての条項にもしたがうも

のとします。 

３ 本規約と基本規約で同一の事項に関する定めを設けている場合において、その規

定内容に相違がある場合には、本規約に定める内容が基本規約に定める内容に優先し

ます。 

４ 本件プランを構成するサービスのうち、サイバーセキュリティ補償サービスの利

用に関する保険金の請求またはその支払い等について、本規約または基本規約と本規

約第２条第１項第（１）号記載のサイバーセキュリティ特約付き専門事業者賠償責任

保険契約に係る保険約款（具体的には、三井住友海上火災保険株式会社が定める「専

門事業者賠償責任保険契約普通保険約款」、「サイバーセキュリティ特約」および「商

品付帯契約に関する特約」を指します）で同一事項に関する定めを設けている場合に

おいて、その規定する内容が異なる場合には、当該保険約款に定める内容が優先しま

す。 

５ 本件プランを構成するサービスのうち、安心端末補償サービスの利用に関する保



険金の請求またはその支払い等について、本規約または基本規約と本規約第２条第１

項第（２）号記載の電気的・機械的事故補償特約付き動産総合保険契約に係る保険約

款（具体的には、三井住友海上火災保険株式会社が定める「動産総合保険契約普通保

険約款」、「電気的・機械的事故補償特約」、「商品付帯契約に関する特約」およびその

他の付帯特約（具体的には、別紙２の巻末に列挙するものをいいます。この点は、以

下、本規約において同様とします）で同一事項に関する定めを設けている場合におい

て、その規定する内容が異なる場合には、当該保険約款に定める内容が優先します。 

６ 

（１） 当社は、相当の事由があると判断した場合には、本規約を変更することがあ

ります。この場合、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／ま

たは安心端末補償サービスの利用条件については、変更後の本規約に定めるところに

よるものとします。 

（２） 当社は、第（１）号の変更を行う場合、本規約を変更する旨および変更後の

本規約の内容ならびに本規約の変更に係る効力発生時期を、当社ホームページ（プラ

チナ光サービスに係るホームページを指します）への掲載その他の適切な方法により

利用者に周知するものとします。なお、その周知に際しては、本規約の変更に係る効

力発生時期までに相当な予告期間を設けるものとします。この周知が行われた場合、



利用者は、変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。 

 

第２条（定義） 

１ 本規約で使用する用語の意味は、以下の各号に定めるとおりとします。 

（１） 「サイバーセキュリティ補償サービス」とは、本件プランにより当社が提供

する光回線サービスを通じて利用者（または利用者の役員）がインターネット接続を

行っている場合において、利用者（または利用者の役員）による当該インターネット

利用に関連して発生したサイバー事故により、利用者（または利用者の役員）以外の

第三者（以下、「被害者」といいます）に損害を生じさせた場合に、被害者から利用者

に対してその損害賠償請求がなされたことに起因して、利用者が反射的に被る損害を

補償するサービスをいいます。 

この場合、具体的には、当社を保険契約者、利用者（記名被保険者）および利用者の

役員を被保険者、利用者を保険金受取人とするサイバーセキュリティ特約付き専門事

業者賠償責任保険契約を、当社が三井住友海上火災保険株式会社（以下、「引受保険会

社」といいます）との間で締結することにより、利用者が反射的に被る損害につい

て、引受保険会社が利用者に対して保険金を支払うことに係るサービスになります。 

（２） 「安心端末補償サービス」とは、本件プランにより当社が提供する光回線サ



ービスに接続するものとして利用者が当社に登録したパソコン等の情報端末（ただ

し、当社が提供する光回線サービスを通じてインターネット接続が可能である端末に

限ります）につき故障等の偶発的な事故が発生した場合において、当該情報端末の故

障等に係る修理費を補償するサービスをいいます。 

この場合、具体的には、当社を保険契約者、利用者を被保険者（記名被保険者）（兼保

険金受取人）とする電気的・機械的事故補償特約付き動産総合保険契約を、当社が引

受保険会社との間で締結することにより、当該情報端末の故障等に関わる修理費用に

ついて、引受保険会社が利用者に対して保険金を支払うことに係るサービスになりま

す。 

２ 第１項各号で定めるほか、本規約で使用する用語の意味は、本規約の各条項で別

異の断りがない限り、基本規約に定めるところにしたがいます。 

３ 本規約において、各条の見出しは便宜上のものであり、本規約の解釈には影響を

及ぼさないものとします。 

４ 条項の引用は、特段の記載がない限り、本規約の条項を指すものとします。 

 

第３条（サイバーセキュリティ補償サービス） 



サイバーセキュリティ補償サービスの詳細は、別紙１に記載のとおりとします。 

 

第４条（安心端末補償サービス） 

安心端末補償サービスの詳細は、別紙２に記載のとおりとします。 

 

第５条（サイバーセキュリティ補償サービスまたは安心端末補償サービスの変更等） 

１ 当社は、合理的な理由があると判断した場合、利用者の個別の承諾または同意を

得ることなく、当社の判断により、本件プランないし本件プランを構成するサービス

の一部であるサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サービ

スのサービス内容等を変更することができるものとします。この場合の変更に係る手

続およびその効力発生に関しては、第１条第６項に定めるところに準じるものとしま

す。 

２ 当社は、第１項による本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよ

び／または安心端末補償サービスのサービス内容等の変更に起因して利用者または第

三者が被った如何なる損害、不利益についても、一切の責任を負いません。 

 



第６条（利用契約の解約） 

利用者が、基本規約第１４条の規定に基づき本件プランに係る利用契約を解約した場

合、その解約の効力が生じた後に発生したサイバー事故（第２条第１項第（１）号に

定めるものをいいます。この点、以下、同様とします）または偶発的な事故（第２条

第１項第（２）号に定めるものをいいます。この点、以下、同様とします）はもちろ

ん、解約の効力が生じる前に発生したサイバー事故または偶発的な事故についても、

その解約の効力が生じる前に利用者が必要な補償請求を開始している場合を除き、サ

イバーセキュリティ補償サービスまたは安心端末補償サービスによる補償を受けるこ

とはできないものとします。 

 

第７条（利用者からの申出による利用の停止） 

利用者が、基本規約第２８条の規定に基づき、本件プランないしサイバーセキュリテ

ィ補償サービスおよび／または安心端末補償サービスの利用の一時的な停止を希望し

た場合には、その停止期間中に発生したサイバー事故または偶発的な事故はもちろ

ん、その停止期間前に発生したサイバー事故または偶発的な事故についても、その停

止期間前に利用者が必要な補償請求を開始している場合を除き、サイバーセキュリテ

ィ補償サービスまたは安心端末補償サービスによる補償を受けることはできないもの



とします。 

 

第８条（利用の停止） 

１ 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ当該利用者

に対する通知その他の手続を経ることなく、本件プランないしサイバーセキュリティ

補償サービスおよび／または安心端末補償サービスの利用を一時的に停止することが

でき、この場合、利用者はそのことについて異議を述べることはできません。 

（１） 本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端

末補償サービスに関し、当社が提供する情報を当社の承諾を得ることなく改変した場

合 

（２） 不正の目的をもって、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービス

および／または安心端末補償サービスを利用し、あるいは自分以外の他の利用者を含

む第三者にこれを利用させた場合 

（３） 基本規約第２７条第１項各号に定める事由に該当する場合 

（４） 本規約第１０条第１項各号に定める事由に該当する場合 

（５） その他、本規約、基本規約またはオプションサービスの利用規約に違反した



場合 

（６） 利用者が、本件プラン以外の当社が提供している他のサービス（本件プラン

以外のプランに係るプラチナ光サービスおよびそのオプションサービスを含みます。

この点、以下、同様とします）を利用している場合において、当該サービスの利用を

停止され、またはその利用停止事由に該当する場合 

（７） 本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端

末補償サービスの利用に関し、不正もしくは不正のおそれがある場合、または第三者

による不正の防止を行うために必要な場合 

２ 当社は、当社との間で複数の本件プランに係る利用契約を締結している利用者が

そのいずれかの契約につき第１項各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、

当該利用者が当社との間で締結しているすべての本件プランに係る利用契約に基づく

本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サ

ービスの利用を停止することができるものとします。 

３ 当社は、前二項に基づき、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービス

および／または安心端末補償サービスの利用を停止したことにより、当該利用者また

は第三者が被った如何なる損害、不利益についても、一切の責任を負わないものとし

ます。 



４ 利用者による本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／また

は安心端末補償サービスの利用に関して疑義が出されている場合には、その解決まで

の間、当社の判断により、当該利用者につき本件プランを構成する各サービス（当該

疑義が出されているサービスを含みますが、これに限りません）の利用を制限させて

いただく場合があります。 

 

第９条（利用資格の取消） 

１ 利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、基本規約第１５条に基

づき本件プランに係る利用契約を解除することにより、当該利用者によるサイバーセ

キュリティ補償サービスおよび安心端末補償サービスの利用資格を確定的に取り消す

ことができるものとします。この場合、利用者は、解除の効力が生じた後に発生した

サイバー事故または偶発的な事故はもちろん、解除の効力が生じる前に発生したサイ

バー事故または偶発的な事故についても、解除の効力が生ずる前に利用者が必要な補

償請求の手続を既に完了している場合を除き、サイバーセキュリティ補償サービスま

たは安心端末補償サービスによる補償を受けることはできないものとします。 

（１） 基本規約第１５条第１項各号に定める事由に該当する場合 

（２） 本規約第８条に基づきサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安



心端末補償サービスの利用の一時的な利用停止の処分を受けた利用者が、当社から相

当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該事由を解消しない

場合 

（３） 本規約第８第１項各号に定める事由に該当する場合であって、当該事由が当

社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと当社が判断した場合。この場合、当社は、本

規約第８条の一時的な利用停止処分をすることなく、直ちに当該利用者の利用資格を

取り消すことにより、サイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補

償サービスの利用を確定的に中止することがあります。 

（４） 利用者が、本件プラン以外の当社が提供している他のサービスを利用してい

る場合において、当該他のサービスに係る利用契約の契約解除事由に該当した場合 

（５） その他、利用者として不適格であると当社が判断した場合 

２ 第１項により本件プランに係る利用契約を解除した場合、当社は、利用者に対し

て、その旨を通知します。 

３ 当社は、当社との間で複数の本件プランに係る利用契約を締結している利用者が

そのいずれかの契約につき第１項各号に定める事由のいずれかに該当する場合、当該

利用者が当社との間で締結しているすべての本件プランに係る利用契約に基づくサイ

バーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サービスの利用資格を取



り消すことができるものとします。 

４ 当社は、第１項および第２項に基づき、サイバーセキュリティ補償サービスおよ

び／または安心端末補償サービスの利用資格を取り消したことにより、当該利用者ま

たは第三者が被った如何なる損害、不利益についても、一切の責任を負いません。 

 

第１０条（禁止事項） 

１ 利用者は、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または

安心端末補償サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならない

ものとします。 

（１） 本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端

末補償サービスを不正の目的をもって利用しもしくは営利を目的として利用する行為 

（２） 基本規約第３１条第１項各号に定める一切の行為 

２ 利用者は、第１項各号に該当する行為を行ったことにより、当社または第三者に

損害を与え、またはそのおそれを生じさせた場合、当社または第三者に生じた損害お

よび費用（損害の発生を回避もしくはそのおそれを除去し、または損害の拡大を防止

するための費用を含みます）につき、その全額を賠償または補てんしなければなりま



せん。 

３ 利用者が本条第１項各号に該当する行為を行ったと合理的に判断した場合、当社

は、あらかじめ当該利用者に対する通知その他の手続を経ることなく、以下の各号に

定める措置を講じることができるものとします。 この場合、当社が当該措置を講じる

ために支出した費用については利用者の負担とし、利用者は、当社からの請求によ

り、当社が指定する期日までに支払います。 

（１） 利用者に対して、当該行為の中止等必要な措置を行うことを要求すること 

（２） その他、利用者による禁止行為を停止させるために必要な措置を行うこと 

４ 第３項各号に定める措置を講じるか否かは当社の自由な判断によるものとし、当

社はこれを講じる法的義務を負わないものとします。当社が当該措置を講じたことま

たは講じないことにより、利用者または第三者に何らかの損害、不利益が発生したと

しても、当社は、一切の責任を負いません。 

 

第１１条（サービスの一時中止、廃止） 

１ 当社は、以下の各号のいずれかに定める事由がある場合、あらかじめ利用者に通

知したうえ、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安



心端末補償サービスの提供を一時的に中止することがあります。ただし、緊急やむを

得ない場合、当社は、あらかじめ利用者に対する通知を行うことなく、その提供を一

時中止できるものとします。 

（１） 基本規約第２５条第１項各号に該当する場合 

（２） 基本規約第２９条に該当する場合 

（３） 火災、停電もしくは地震、噴火、洪水、津波等の天災、または戦争、内乱、

暴動、労働争議等の不可抗力により、当社が本件プランないしサイバーセキュリティ

補償サービスおよび／または安心端末補償サービスを提供することが一時的に困難ま

たは不能になった場合 

（４） その他、当社が、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよ

び／または安心端末補償サービスの提供を一時的に中止する合理的な必要性があると

判断した場合 

２ 当社は、以下の各号のいずれかに定める事由がある場合、あらかじめ利用者に通

知したうえ、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安

心端末補償サービスの提供を廃止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場

合には、当社は、あらかじめ利用者に対する通知を行うことなく、その提供を廃止す

ることができるものとします。 



（１） 基本規約第２６条第１項各号に該当する場合 

（２） 火災、停電もしくは地震、噴火、洪水、津波等の天災、または戦争、内乱、

暴動、労働争議等の不可抗力により、当社が本件プランないしサイバーセキュリティ

補償サービスおよび／または安心端末補償サービスを提供することが長期間に渡り継

続的に困難または不能になった場合 

（３） その他、当社が、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよ

び／または安心端末補償サービスの提供を廃止する合理的な必要性があると判断した

場合 

３ 当社は、第１項による本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよ

び／または安心端末補償サービスの提供の一時中止、あるいは同第２項による本件プ

ランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サービス

の提供の廃止により、利用者または第三者が被った如何なる損害、不利益について

も、一切の責任を負いません。 

 

第１２条（秘密保持および利用者情報の保護） 

１ 届出事項および利用者による本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービ

スおよび／または安心端末補償サービスに係る利用内容等、本件プランないしサイバ



ーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サービスの提供に係る業務

に関連して当社が取得し、あるいは記録した利用者に関する情報（以下、「利用者情

報」といいます）は、当社が所有するものとします。当社は、利用者情報を本条で定

めるところによるほか、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシー

（個?情報保護?針）（https://www.telemarker.co.jp/policy.html）に基づき取り扱うも

のとします。 

２ 当社は、利用者から事前に同意を得た場合、および前項のプライバシーポリシー

で情報の利用目的または共同利用の目的として定める場合を除いて、本件プランない

しサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サービスの提供以

外の目的のために利用者情報を利用せず、あるいは第三者に開示もしくは提供しない

ものとします。ただし、以下の各号に定める事項については、利用者は、当社による

利用者情報の利用および該当先第三者に対する提供にあらかじめ同意するものとしま

す。 

（１） サイバーセキュリティ補償サービスまたは安心端末補償サービスの提供のた

めに必要な範囲で、引受保険会社またはその保険代理店に利用者情報を提供すること 

（２） 当社が認めた業務提携会社に対して、本件プランないしサイバーセキュリテ

ィ補償サービスおよび／または安心端末補償サービスの提供に係る業務処理の一部を



再委託する目的のために利用者情報を提供すること 

（３） 利用者に対して、当社または当社の関連会社等の広告宣伝、サービス（本件

プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サービ

スに限らず、それら以外の他のサービスも含みます）の提供その他の告知等のための

電子メールまたは郵便物等を送付すること 

（４） マーケティング、新規サービス開発またはサービス向上の目的のために、当

社が利用者情報の属性やデータを集計・分析し、個人の識別・特定が通常できない状

態に加工したものを作成し、当社が利用すること、または当社の関連会社や当社が認

めた第三者にこれを提供すること 

（５） 当社または当社の関連会社等が行うサービス（本件プランないしサイバーセ

キュリティ補償サービスおよび／または安心端末補償サービスに限らず、それら以外

の他のサービスも含みます）への入会もしくは提供のために利用者情報を提供し、ま

たは利用すること 

（６） 利用者から利用者情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付

すること 

（７） 利用者が他の利用者を含む第三者に不利益を及ぼす行為をしたと当社が合理

的に判断した場合において、当社が利用者情報を当該第三者や関係当局または関連諸



機関に必要な範囲で通知すること 

（８） 裁判所の発行する令状もしくは捜査機関の捜査関係事項照会書に基づき、ま

たは関係官公署の要請に基づいて開示すること 

３ 利用者が法人等の団体である場合における当該利用者の法人情報についても、前

二項の規定と同様に扱うこととします 

４ 利用者は、本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または

安心端末補償サービスの利用に関連して発生した、当社、サイバーセキュリティ補償

サービスもしくは安心端末補償サービスに係る引受保険会社もしくはその保険代理

店、または第２項第（２）号の業務提携会社との間の苦情、クレーム、訴訟等につい

ては、当社が要求する事項（文書、口頭による交渉を含みますが、これらに限定され

ません）をすべて当社に開示します。 

５ 通信の秘密に関する事項については、前四項によらず、基本規約第５５条が適用

されるものとします。 

６ 利用者情報が個人情報に該当する場合、第１項、第 2 項および第 4 項によるほ

か、基本規約第５６条に定めるところにしたがうものとします。この場合、第１項、

第 2 項および第 4 項で定める内容と基本規約第５６条に定める内容が異なり、または

抵触する場合には、基本規約第５６条に定めるところが優先するものとします。 



 

第１３条（不正行為等の調査等） 

利用者は、当社もしくは引受保険会社またはこれらの者が指定した第三者がサイバー

セキュリティ補償サービスまたは安心端末補償サービスの不正利用等の調査を行う場

合があることにつき、あらかじめ承諾するものとします。 

 

第１４条（責任の範囲） 

１ 本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／または安心端末補

償サービスの提供に関連して利用者に発生した損害につき、当社が負うべき責任の範

囲は、本規約に個別に定めるところによるほか、基本規約第５３条および第５４条に

定めるところによるものとします。 

２ 利用者による本件プランないしサイバーセキュリティ補償サービスおよび／また

は安心端末補償サービスの利用に関連して、利用者の責めに帰すべき事由により、当

社、サイバーセキュリティ補償サービスもしくは安心端末補償サービスに係る引受保

険会社もしくはその保険代理店、またはその他の第三者（他の利用者を含みますが、

これに限りません）に損害を与えた場合には、利用者は、その損害の全額を賠償しな

ければならないものとします。 



 

第１５条（本規約の発効） 

本規約は、２０２４年１月１日から発効し、適用するものとします。 

以  上 

 

別紙１ サイバーセキュリティ補償サービスの詳細 

１．補償内容 

当社を保険契約者、本件プランに係る利用契約に基づくサイバーセキュリティ補償サ

ービスの利用者および利用者の役員（以下、本別紙１において、利用者および利用者

の役員を合わせて「利用者等」といいます）を被保険者、利用者を保険金受取人とす

るサイバーセキュリティ特約付き専門事業者賠償責任保険契約を、当社が三井住友海

上火災保険株式会社（以下、本別紙１において「引受保険会社」といいます）との間

で締結することにより、本件プランにより当社が提供する光回線サービスを通じて利

用者等がインターネット接続、利用を行ったことに関連して発生したサイバー事故

（具体的には、当該インターネット接続、利用を行ったことに関連して発生した下記

アおよびイに記載する内容のいずれかに該当する事故をいい、以下、本別紙１におい



て、これらを総称し、または個別に「補償対象事故」といいます）により、利用者等

以外の第三者（以下、本別紙１において「被害者」といいます）に損害を生じさせた

場合において、被害者から利用者に対してその損害賠償請求がなされたことに起因し

て利用者が反射的に被った損害等（具体的には、当該損害賠償請求に関して利用者が

被害者に支払うべき法律上の損害賠償金、当該損害賠償請求への対応により利用者が

支弁する必要を生じた争訟費用ないし訴訟対応費用および／または、補償対象事故が

他者の行為に起因して発生した場合における利用者の当該他者に対する権利に係る権

利行使保全費用をいい、以下、本別紙１で同様とします）について、引受保険会社か

ら利用者に対して保険金を支払うことにより利用者の当該損害等を補償するものにな

ります。 

記 

ア 利用者が自らの業務遂行の過程においてまたは利用者による業務の遂行の目的と

して、利用者が所有、使用もしくは管理しまたは利用者以外の者に管理を委託した、

被害者の情報の漏えいまたはそのおそれが発生したこと 

イ 利用者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の

提供に起因して、以下の①～④のいずれかに該当する事由が発生したこと 

① 被害者の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 



② 被害者が所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊 

③ 被害者の人格権または著作権の侵害 

④ その他不測かつ突発的な事由により被害者が被った損失 

（注） なお、この内容は、サイバーセキュリティ補償サービスに基づく補償内容の

概要につき説明したものであり、実際の場合における保険金のお支払いの可否につい

ては、引受保険会社が定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約款」、「サイバ

ーセキュリティ特約」および「商品付帯契約に関する特約」に基づき、引受保険会社

が審査、判断するものになります。 

 

２．対象となる利用者 

本件プランの利用者に限ります。 

（注） 本件プランの利用者は、基本規約第１４条により本件プランに係る利用契約

を解約した場合（それにより、サイバーセキュリティ補償サービスの利用資格を喪失

した場合）、基本規約第２８条によりサイバーセキュリティ補償サービスの利用停止を

希望した場合（その結果、サイバーセキュリティ補償サービスの利用資格が一時的に

停止された場合。なお、サイバーセキュリティ補償サービスを含む本件プラン全体の



利用停止を利用者が希望した場合を含みます）、基本規約第１５条または本規約第９条

により本件プランに係る利用契約を解除された場合（その結果、サイバーセキュリテ

ィ補償サービスの利用資格を取り消され、喪失した場合）、基本規約第２７条または本

規約第８条によりサイバーセキュリティ補償サービスの利用資格が一時的に停止され

た場合、あるいはその他、理由の如何を問わず、サイバーセキュリティ補償サービス

の利用資格を喪失し、または一時的にその利用資格が停止された場合、サイバーセキ

ュリティ補償サービスを利用することはできません。 

ただし、サイバーセキュリティ補償サービスの利用資格の喪失または停止前に発生し

た補償対象事故であって、かつその喪失または停止前に、下記８．記載の内容にした

がって利用者が必要な保険金請求のお手続を開始している場合には、その手続中に利

用者がサイバーセキュリティ補償サービスの利用資格を喪失しまたはこれが停止され

た場合であっても、当該補償対象事故に係る損害に限り、補償対象とするものとしま

す。 

 

３．サイバーセキュリティ補償サービスの終了・変更 

 ・当社は、基本規約第２条、同第２１条第３項または本規約第１条第５項によりサ

イバーセキュリティ補償サービスを終了または変更する場合（なお、サイバーセキュ



リティ補償サービスを含む本件プラン全体が終了することにともなう場合を含みま

す）があり、この場合、基本規約または本規約の当該規定にしたがってその終了また

は変更の効力を生じるものとします。その他、当社は、引受保険会社の事情により、

サイバーセキュリティ補償サービスを終了または変更する場合があり、その場合に

は、その終了または変更の効力は即時に生じるものとします。 

ただし、これらのことによるサイバーセキュリティ補償サービスの終了または変更の

効力を生じるより前に、補償対象事故が発生しており、かつ被害者から利用者に対し

て既に当該補償対象事故に係る損害賠償請求がなされている場合には、その終了また

は変更の効力を生じる直前の時点で適用されていた本規約および基本規約は、その後

も当該補償対象事故に係る補償手続に関する限りでその効力を維持するものとしま

す。 

 ・基本規約第２６条または本規約第１１条第２項によりサイバーセキュリティ補償

サービスが廃止された場合（なお、サイバーセキュリティ補償サービスを含む本件プ

ラン全体が廃止されることにともなう場合を含みます）、あるいは基本規約第２５条も

しくは同第２９条または本規約第１１条第１項によりサイバーセキュリティ補償サー

ビスの利用が一時的に中止された場合（なお、サイバーセキュリティ補償サービスを

含む本件プラン全体の利用が一時的に中止されたことにともなう場合を含みます）で

あっても、その廃止または停止より前に、補償対象事故が発生しており、かつ被害者



から利用者に対して既に当該補償対象事故に係る損害賠償請求がなされている場合に

は、その廃止または停止の直前の時点で適用されていた本規約および基本規約は、そ

の後も当該補償対象事故に係る補償手続に関する限り、なお適用されるものとしま

す。 

 

４．サイバーセキュリティ補償サービスの利用可能開始日 

利用者と当社の間で、本件プランに係る利用契約が成立した日（本件プラン以外のプ

ラチナ光サービスの別のプランから本件プランへの変更の場合には、基本規約第７条

に基づき当社が当該プラン変更を承諾した日）の翌日（以下、「利用開始可能日」とい

います。）以降に発生した補償対象事故から、サイバーセキュリティ補償サービスを利

用することが可能になるものとします。 

なお、利用者は、当社に対して、本件プランに係る利用契約の申込み（本件プラン以

外のプラチナ光サービスの別のプランから本件プランへの変更の申込みを含みます）

を行うにあたっては、当社が引受保険会社との間で締結しているサイバーセキュリテ

ィ特約付き専門事業者賠償責任保険契約に関し、その記名被保険者兼保険金受取人と

して利用者を追加することに係る引受保険会社所定の書類の提出その他、当社の求め

るところにしたがって必要な手続、協力を行っていただくことになります。 



 

５．補償対象となる利用者の損害等、補償対象期間中の補償限度額等 

補償対象となる利用者の損害等 

補償対象事故により被害者に損害を生じさせた場合において、被害者から利用者に対

しその損害賠償請求がなされたことに起因して利用者が反射的に被った損害等（具体

的には、下記アないしエに記載したものの全部または一部になります。以下、本別紙

１で同様とします） 

記 

ア 当該損害賠償請求に関し利用者が被害者に支払うべき法律上の損害賠償金（その

具体的な意味は、引受保険会社が定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約

款」の定義にしたがいます） 

イ 当該損害賠償請求への対応により利用者が支弁する必要がある争訟費用（その具

体的な意味は、引受保険会社が定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約款」

の定義にしたがいます） 

ウ 当該損害賠償請求への対応により利用者が支弁する必要がある訴訟対応費用（そ

の具体的な意味は、引受保険会社が定める「サイバーセキュリティ特約」の定義にし



たがいます） 

エ 補償対象事故が他者の行為に起因して発生した場合の利用者の当該他者に対する

権利に係る権利行使保全費用（その具体的な意味は、引受保険会社が定める「サイバ

ーセキュリティ特約」の定義にしたがいます） 

補償限度額   １件の補償対象事故に係る一連の損害賠償請求（その具体的な意味

は、引受保険会社が定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約款」の定義にし

たがいます）に関連する上記記載の利用者の損害等について、合計で最大９００万円

までを補償します（当該利用者の損害等の合計額が９００万円以下である場合には実

額とし、その合計額が９００万円を上回る場合には９００万円とします）。 

補償上限回数  特にありません。 

累積補償限度額 １年間（その起算日は利用開始可能日とします。起算日後１年間が

経過した場合には、その経過をもって累積補償限度額がリセットされ、１年間が経過

した応当日が次の１年間の起算日となり、以後も同様とします）の補償支払いの合計

で、最大９００万円を限度とします。 

補償対象期間  利用可能開始日以降、利用者の本件プランに係る利用契約が継続し

ている期間。ただし、サイバーセキュリティ補償サービスの利用を一時的に停止され

またはサイバーセキュリティ補償サービスの提供が一時的に中止されている場合は、



その停止または中止期間は除きます。 

補償請求期間  補償対象事故により被害者に損害を生じさせた場合において、被害

者から利用者に対してその損害賠償請求がなされた場合には、その後速やかに行わな

ければならないものとします。 

侵害賠償の制限 引受保険会社の「専門事業者賠償責任保険普通保険約款」第２８条

（２）の規定により利用者の本件プランに係る利用契約が継続している期間中に引受

保険会社になされた通知は、当社と引受保険会社の間のサイバーセキュリティ特約付

き専門事業者賠償責任保険契約が終了してから５年を経過した後に被害者からユーザ

ーに対してなされた損害賠償請求については、補償しないものとします。 

対象となる利用 日本国内での利用に限ります。 

（注）利用者が当社との間で複数の本件プランに係る利用契約を締結している場合、

補償対象事故および補償対象となる損害等の該当性の有無、補償限度額、累積補償限

度額、補償対象期間等については、その複数の利用契約を通算せず、利用契約ごとに

個別に適用、判断されるものとします。 

 

６．引受保険会社から支払われる保険金の額 



補償対象事故により被害者に損害を生じさせた場合において、被害者から利用者に対

しその損害賠償請求がなされたことに起因して利用者が反射的に損害等を被ったとし

て、利用者が、下記８．記載のお手続にしたがって、引受保険会社に対して保険金を

請求された場合には、引受保険会社が「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約款」、

「サイバーセキュリティ特約」および「商品付帯契約に関する特約」に則って審査、

判断を行います。その審査、判断の結果、保険金の支払いを決定した場合には、引受

保険会社は、上記５．記載の補償限度額、補償上限回数および累積補償限度額の範囲

内で、利用者の当該損害等に係る実際の損害額に相当する金額の保険金を利用者にお

支払いするものとします。 

ただし、当該損害等を補償する内容の他の損害保険契約が締結されている場合（保険

契約者が利用者自身であるか否かは問いません）には、その損害保険契約をこのサイ

バーセキュリティ補償サービスに優先して利用していただきます。 

 

７．補償の対象とならない主な損害 

補償対象事故により被害者に損害を生じさせ、被害者から利用者に対してその損害賠

償請求がなされた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、補償の対象

とはなりません。ただし、以下のいずれかとして記載するものは、補償の対象とはな



らない主な場合を例示的に説明したものであり、ここで列挙したもの以外にも補償の

対象とはならない場合があります。補償の対象とならない場合の正式かつ正確な詳細

については、引受保険会社が定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約款」、

「サイバーセキュリティ特約」および「商品付帯契約に関する特約」に定めるとおり

になりますので、必ずこれらの内容をご確認いただくか、必要に応じて、当社または

下記８．に記載する佐渡島商事株式会社（当社と引受保険会社の間で締結するサイバ

ーセキュリティ特約付き専門事業者賠償責任保険契約に係る保険代理店であり、以

下、「保険代理店」といいます）にお問い合わせください。 

 ・利用者等が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する損害 

 ・国または公権力の行使（法令等による規制または要請を含みますが、これに限り

ません）に起因する損害 

 ・利用者等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の

侵害行為に起因する損害 

 ・利用者等と被害者の間に損害賠償に関する特約がある場合において、その特約に

より損害賠償責任が加重されたことによる損害 

 ・利用者等と被害者の間に（利用者の被害者に対する法律上の損害賠償責任が成立

するか否かにかかわらず）違約金を支払う旨の合意がある場合において、その合意内



容の履行に起因する損害 

 ・採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害 

 ・利用者の役員に対して株主代表訴訟が提起されたことに起因する損害 

 ・企業体としての利用者または利用者の組織に係る信用棄損、信頼の失墜、ブラン

ドの劣化または風評被害に起因する損害 

 ・利用者等が業務の履行の追完または再履行を行うために要する費用に起因する損

害 

 ・利用者等の業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要

な措置を行うために要した費用に起因する損害 

 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の

事変もしくは暴動、労働争議または騒擾に起因する損害 

 ・地震、噴火、洪水または津波に起因する損害 

 ・核物質の危険性または放射能汚染に起因する損害 

 ・汚染物質の排出、流出、いっ失、漏出またはこれらが発生するおそれが生じたこ

とに起因する損害 

 ・利用者等の犯罪行為（ただし、過失犯は除きます）に起因する損害 



 ・利用者等の故意または重過失による法令違反に起因する損害 

 ・利用者等が他人に損失を与えることを認識しながら行った行為に起因する損害 

 ・利用者等が行う業務につき法令上の資格または許認可等が必要である場合におい

て、その資格または許認可等を得ない間に利用者等が行った当該業務に関する行為に

起因する損害 

 ・被害者に生じた損害が身体の障害または精神的苦痛である場合における、被害者

から利用者に対する当該損害等に係る損害賠償請求に起因する損害 

 ・財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に対する損害賠償請求に起因する損害 

 ・産業財産権または著作権の侵害に対する損害賠償請求に起因する損害 

 ・利用者の役員または下請負人もしくは共同事業者から、利用者に対する損害賠償

請求に起因する損害 

 ・補償対象期間より前に発生した補償対象事故に起因する一連の損害賠償請求に起

因する損害 

 ・補償対象期間より前の時点で補償対象事故が発生するおそれがある状況を利用者

等が知っていた場合において、当該状況の原因となる被害者等の行為に起因する一連

の損害賠償請求に起因する損害 



 ・利用者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の

提供に起因する他人の業務の遂行の休止もしくは阻害等のうち、以下の①～③のいず

れかに該当する事由に起因する損害（ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償

で提供されるコンピュータシステムプログラムまたは電子情報に起因する損害は除き

ます） 

① 利用者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム（利用者

の業務のために販売代理店、加盟店、下請事業者等が使用する場合を含みますが、そ

のコンピュータシステムを利用者の商品、サービス等としてその顧客に対し販売また

は提供する場合は含みません）の所有、使用または管理（に起因する損害） 

② 利用者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、

プログラムまたは電子情報（に起因する損害） 

③ 利用者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステ

ム、プログラムまたは電子情報（に起因する損害） 

 ・下記８．記載のお手続にしたがった連絡、請求を速やかに行わなかった場合（合

理的な理由なく、必要書類の提出を遅延した場合を含みます） 

 ・補償対象事故により被害者に損害を生じさせ、被害者から利用者に対してその損

害賠償請求がなされた場合において、その後の示談交渉や裁判上の和解協議等に関



し、引受保険会社の了解を得ることなく、利用者が被害者に対して損害賠償責任を認

め、損害賠償金を支払い、または費用を支弁した場合（この場合、引受保険会社の審

査、判断により合理的であると認められないときは、引受保険会社は、保険金をお支

払いせず、またはお支払いする保険金の額を減額することがあります） 

 ・本件プランに係る利用契約の成立前またはその終了後（その終了事由の如何は問

いません）に補償対象事故が発生した場合。 

 ・本件プランに係る利用契約が存続している間であっても、利用開始可能日より前

に補償対象事故が発生した場合。 

 ・補償対象事故は、本件プランに係る利用契約が存続している間かつ利用開始可能

日より後に発生したものの、その期間中には被害者から利用者に対して当該補償対象

事故に係る損害賠償請求がなされなかった場合 

 ・本件プランに係る利用契約が存続している間かつ利用開始可能日より後であって

も、当該利用契約に係る利用者がサイバーセキュリティ補償サービスの利用資格を一

時的に停止された期間に発生した補償対象事故に起因する損害 

 ・本件プランに係る利用契約が存続している間かつ利用開始可能日より後であって

も、サイバーセキュリティ補償サービスの提供が一時的に中止された期間に発生した

補償対象事故に起因する損害 



 ・サイバーセキュリティ補償サービスの提供が廃止された後（本件プランに係る利

用契約が存続しているか否かは問いません）に発生した補償対象事故による損害 

 ・本件プランに係る利用契約ないしサイバーセキュリティ補償サービスの提供が終

了または廃止されておらず、かつ利用者がサイバーセキュリティ補償サービスの利用

資格を一時的に停止された期間またはサイバーセキュリティ補償サービスの提供が一

時的に中止された期間のいずれでもない期間に発生した、補償対象事故であっても、

被害者から利用者への当該補償対象事故に係る損害賠償請求がなされるより前に、本

件プランに係る利用契約の終了ないしサイバーセキュリティ補償サービスの提供の終

了または廃止（それらにつき、事由の如何は問いません）、サイバーセキュリティ補償

サービスの利用資格の一時的な停止、あるいはサイバーセキュリティ補償サービスの

一時的な提供の中止のいずれかに該当することとなった場合（ただし、本件プランに

係る利用契約ないしサイバーセキュリティ補償サービスの提供が終了または廃止され

ることなく、サイバーセキュリティ補償サービスの利用資格の一時停止またはサイバ

ーセキュリティ補償サービスの提供の一時中止の状態が解かれたときは、その限りで

はないものとします）。 

ただし、引受保険会社の「専門事業者賠償責任保険普通保険約款」第２８条（２）の

規定による通知が、本件プランに係る利用契約の成立日の翌日以降同契約が継続して

いる期間中（かつ利用者が利用者資格を一時的に停止され、またはサイバーセキュリ



ティ補償サービスの提供が一時的に中止されていない期間中）に引受保険会社になさ

れた場合には、当社と引受保険会社の間のサイバーセキュリティ特約付き専門事業者

賠償責任保険契約が終了してから５年を経過する前に当該被害者から利用者に対して

損害賠償請求がなされた場合は除きます。 

 

８．被害者から損害賠償請求を受けた場合のご連絡、またはその損害賠償請求に起因

して利用者が被る損害等に係る保険金請求のお手続き等について 

 ・被害者から利用者に対して補償対象事故に係る損害賠償請求がなされた場合また

は利用者がその損害賠償請求がなされるおそれがある状況であることを認識した場

合、利用者は、当社または保険代理店に対して、以下の①～④の事項をお電話にて直

ちにご連絡ください。なお、当社にご連絡いただいた場合には、ご連絡いただいた内

容は当社が責任をもって保険代理店および（保険代理店を通じて）引受保険会社に共

有、報告するようにいたします。また、そのお電話によるご連絡をいただいた後遅滞

なく、当社または保険代理店からの指示に沿って、改めて以下の①～④に関する内容

を書面により引受保険会社に対してご通知いただきます。 

① 損害賠償請求がなされたこと、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況

であることを最初に認識したときの状況 



② 損害賠償請求に関し、被害者が申し立てた行為の種類、内容 

③ 損害賠償の原因となる事実（補償対象事故の内容、および補償対象事故が発生し

た経緯、原因） 

④ その他、状況確認のために合理的に必要であるとして、当社、引受保険会社また

は保険代理店が求める事項 

なお、この場合の連絡先は、以下のとおりとします。 

当社－当社が運営する「プラチナ光サポートセンター」（TEL 0120-877-572。平日

9:00～18:00）。 

保険代理店－佐渡島商事株式会社（TEL 0798‐73‐1151） 

 ・上記の損害賠償請求に起因して利用者が被る損害等に係る保険金のご請求に際し

ては、上記のご連絡、補償対象事故に係る事故受付の後、当社または保険代理店か

ら、引受保険会社宛てご提出いただく保険金請求書類および提出必要書類に係るご案

内を差し上げますので、利用者（または利用者が委任した代理人）は、保険金請求書

類に必要事項を記入したうえで、提出必要書類を添付のうえ、引受保険会社宛てにご

提出ください。 

 ・このサイバーセキュリティ補償サービスでは、引受保険会社が、利用者に変わ



り、被害者等との示談交渉を行う示談交渉サービスは行いませんので、被害者からの

損害賠償請求に係る裁判等の法的手続はもとより、被害者との間の示談交渉について

も、利用者（または利用者が委任した代理人）において、行っていただくことになり

ます。 

ただし、被害者から利用者に対して損害賠償請求がなされた場合、引受保険会社は、

その問題が円満に解決するよう必要なご相談に応じさせていただきますので、利用者

が被害者との間で示談交渉を進める際には、随時、引受保険会社とご相談をいただき

ながら進めるようにしてください。また、被害者との間で裁判等の法的手続になった

場合には、利用者は、その法的手続の進捗状況等につき、随時、引受保険会社にご報

告ください。 

利用者が、これらの引受保険会社に対するご相談、ご報告を行わず、引受保険会社の

了解を得ることなく、被害者に対して損害賠償責任を認め、損害賠償金を支払い、ま

たは費用を支弁した場合には、保険会社の審査、判断により、それらの利用者が損害

賠償責任を認める等したことが、合理的であるとは認められないことがあり、その場

合、保険会社は、保険金をお支払いせず、またはお支払いする保険金の額を減額する

ことがありますので、ご注意ください。 

 ・引受保険会社は、ご請求いただいた保険金支払いの可否につき審査を行う際、保



険金請求書類および提出必要書類を確認、精査するほか、必要な事実確認・事実調査

を行う場合があります。この場合、利用者は、引受保険会社から求めがあった場合、

その事実確認・事実調査に協力しなければならないものとします。 

 ・その他、被害者から損害賠償請求を受けた場合のご連絡、またはその損害賠償請

求に起因して利用者が被る損害等に係る保険金請求のお手続き等の詳細については、

引受保険会社の定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約款」、「サイバーセキ

ュリティ特約」および「商品付帯契約に関する特約」に定めるところにしたがうもの

とします。 

 

９．保険代位 

補償対象事故により被害者に損害を生じさせた場合において、被害者から利用者に対

しその損害賠償請求がなされたことに起因して利用者が反射的に被った損害等に関

し、その補償対象事故が他者の行為に起因して発生したものである場合には、引受保

険会社が当該利用者に保険金を支払ったときは、引受保険会社は、当該利用者が当該

他者に対して有する一切の権利につき、保険金支払額を限度として代位取得するもの

とします。 

 



１０．損害発生および損害拡大の防止義務 

利用者等は、補償対象事故が生じた場合、これによる損害等の発生および拡大の防止

に最大限努めなければならないものとします。 

 

１１．準拠法 

この補償を提供する引受保険会社の定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約

款」、「サイバーセキュリティ特約」および「商品付帯契約に関する特約」は、日本国

の法令に基づいて定められたものであり、利用者が引受保険会社に対して（サイバー

セキュリティ補償サービスの補償内容である）保険金の請求を行う場合についても、

これらの解釈等は、日本国の法令を適用します。 

 

１２．その他 

 ・本別紙１記載の内容は、本件プランを構成するサービスの一部であるサイバーセ

キュリティ補償サービスに係る補償内容、保険内容、保険請求の手続等の概要を説明

したものであり、このサービスに係る保険内容およびその請求手続等の正式かつ正確

なところは、引受保険会社の定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保険約款」、



「サイバーセキュリティ特約」および「商品付帯契約に関する特約」に記載されてい

るところによりますので、その内容をよくご確認ください。 

また、（サイバーセキュリティ補償サービスに基づく補償内容である）保険金のお支払

いの可否等については、引受保険会社の定める「専門事業者賠償責任保険契約普通保

険約款」、「サイバーセキュリティ特約」および「商品付帯契約に関する特約」に基づ

き、引受保険会社が審査、判断いたしますので、ご了承願います。 

 ・当社は、サイバーセキュリティ補償サービスに関し、引受保険会社が行う保険金

のお支払いの可否等に係る審査、判断または決定には一切関与をいたしません。ま

た、引受保険会社から利用者に対して保険金が支払われない場合（引受保険会社が上

記７．記載の「補償の対象にならない場合」であると認定したために保険金の支払い

を行わない旨の判断、決定を行った場合を含みますが、これに限りません）であって

も、その保険金が支払われない理由が当社の故意または重大な過失によるものである

場合を除くほか、当社自体は、損害賠償その他名目の如何を問わず、利用者の当該損

害等につき、一切の補償、補てんをいたしません。 

 ・サイバーセキュリティ補償サービスの提供に関し、その保険金請求等に関する利

用者に係る届出事項、登録情報などを、当社は、引受保険会社および保険金の請求ま

たは支払いに関する関係先（保険代理店を含みますが、これに限りません）に提供す



る場合がありますので、ご了承願います。 

 

別紙２ 安心端末補償サービスの詳細 

１．補償内容 

当社を保険契約者、本件プランに係る利用契約に基づく安心端末補償サービスの利用

者を被保険者（記名被保険者）（兼保険金受取人）とする電気的・機械的事故補償特約

付き動産総合保険契約を、当社が三井住友海上火災保険株式会社（以下、本別紙２に

おいて「引受保険会社」といいます）との間で締結することにより、本件プランによ

り当社が提供する光回線サービスに接続するものとして利用者が当社に登録した情報

端末（以下、本別紙２において「補償対象端末」といいます。なお、当社に登録する

ことができる情報端末は、当社が提供する光回線サービスを通じてインターネット接

続が可能でありかつ本件プランの利用者が所有する（リースによる場合を含みます）、

パーソナルコンピュータ（メーカー販売日から 7 年以内のものに限ります。以下、こ

の点は同様とします）に限ります。また、自作品その他メーカー正規品でない情報端

末は、当社に登録することはできないものとします）に偶発的な事故（故障、破損、

水濡れ修理のいずれかをいい、以下、本別紙２において、これらを総称し、または個

別に「補償対象事故」といいます）が生じた場合において、利用者からのお申出、ご



請求に基づき、引受保険会社が利用者に対して本別紙２に定めるところにしたがって

保険金を支払うことにより、補償対象端末に係る修理費の補償を行うものになりま

す。 

（注） なお、この内容は、安心端末補償サービスに基づく補償内容の概要につき説

明したものであり、実際の場合における保険金のお支払いの可否については、引受保

険会社が定める「動産総合保険契約普通保険約款」、「電気的・機械的事故補償特約」、

「商品付帯契約に関する特約」およびその他の付帯特約に基づき、引受保険会社が審

査、判断するものになります。 

 

２．対象となる利用者 

本件プランの利用者に限ります。 

（注） 本件プランの利用者は、基本規約第１４条により本件プランに係る利用契約

を解約した場合（それにより、安心端末補償サービスの利用資格を喪失した場合）、基

本規約第２８条により安心端末補償サービスの利用停止を希望した場合（その結果、

安心端末補償サービスの利用資格が一時的に停止された場合。なお、安心端末補償サ

ービスを含む本件プラン全体の利用停止を利用者が希望した場合を含みます）、基本規

約第１５条または本規約第９条により本件プランに係る利用契約を解除された場合



（その結果、安心端末補償サービスの利用資格を取り消され、喪失した場合）、基本規

約第２７条または本規約第８条により安心端末補償サービスの利用資格が一時的に停

止された場合、あるいはその他、理由の如何を問わず、安心端末補償サービスの利用

資格を喪失し、または一時的にその利用資格が停止された場合、安心端末補償サービ

スを利用することはできません。 

ただし、安心端末補償サービスの利用資格の喪失または停止前に発生した補償対象事

故であって、かつその喪失または停止前に、下記９．記載の内容にしたがって利用者

が必要な保険金請求のお手続を開始している場合には、その手続中に利用者が安心端

末補償サービスの利用資格を喪失しまたはこれが停止された場合であっても、当該事

故に係る補償対象端末の修理費に限り、補償対象とするものとします。 

 

３．補償対象端末 

本件プランに係る利用契約のお申込時（本件プラン以外のプラチナ光サービスの別の

プランから本件プランへ変更の場合は、基本規約第１７条に定める変更のお申込み時

とします。以下、この点は同様とします）に当社所定の方法（当社所定の書式に必要

事項を記載した書面を当社に提出することにより登録していただきます。また、その

場合には、補償対象端末を特定するものとして、メーカー名、機種名（型番）、端末登



録番号（製造番号、シリアル番号または IMEI 番号）を登録していただくことになり

ます）により登録したパーソナルコンピュータであって、下記５．記載の安心端末補

償サービスの利用可能開始日までに当社がその現物確認を完了したものに限るものと

します。また、補償対象端末として登録できるパーソナルコンピュータは、最大２台

までとします（ただし、利用者が当社との間で複数の本件プランに係る利用契約を締

結し、その利用契約ごとに最大２台まで別個のパーソナルコンピュータを登録するこ

とは妨げません）。 

ただし、利用者が、本件プランにより当社が提供する光回線サービスに接続する情報

端末を、当社に一旦登録した情報端末から別の情報端末に変更しようとする場合に

は、当社所定の方法（この場合、上記に記載した補償対象端末の新規登録時と同様の

情報を改めて登録していただきます）により登録の変更申請を行い、当社がその変更

を承認した場合には、補償対象端末を変更することができるものとします。 

 

４．安心端末補償サービスの終了・変更等 

当社は、基本規約第２条、同第２１条第３項または本規約第１条第５項により安心端

末補償サービスを終了または変更する場合（なお、安心端末補償サービスを含む本件

プラン全体が終了することにともなう場合を含みます）があり、この場合、基本規約



または本規約の当該規定にしたがって終了または変更の効力を生じるものとします。

その他、当社は、引受保険会社の事情により、安心端末補償サービスを終了または変

更する場合があり、その場合には、その終了または変更の効力は即時に生じるものと

します。 

ただし、これらのことにより安心端末補償サービスの終了または変更が効力を生じる

前に発生した補償対象事故により補償対象端末が故障等した場合には、補償対象事故

の発生により補償対象端末が故障等した時点で適用されていた本規約および基本規約

は、その後も当該補償対象事故に係る補償手続に関する限りでその効力を維持するも

のとします。 

また、基本規約第２６条または本規約第１１条第２項により安心端末補償サービスが

廃止された場合（なお、安心端末補償サービスを含む本件プラン全体が廃止されるこ

とにともなう場合を含みます）、あるいは基本規約第２５条もしくは同第２９条または

本規約第１１条第１項により安心端末補償サービスの利用が一時的に中止された場合

（なお、安心端末補償サービスを含む本件プラン全体の利用が一時的に中止されたこ

とにともなう場合を含みます）であっても、その廃止または停止前に発生した補償対

象事故により補償対象端末が故障等したことに係る補償手続に限り、補償対象事故の

発生時に適用された本規約および基本規約の内容がなお適用されるものとします。 



 

５．安心端末補償サービスの利用可能開始日 

利用者は、本件プランに係る利用契約が成立した場合（本件プラン以外のプラチナ光

サービスの別のプランから本件プランへの変更の場合は、基本規約第７条に基づき当

社が当該プラン変更を承諾した場合）において、その後、利用者が本件プランに係る

利用料金を最初に支払った月の翌々月の１日（以下、「利用可能開始日」といいます）

以降に発生した補償対象事故から、安心端末補償サービスを利用することが可能にな

るものとします。ただし、上記３．記載の補償対象端末を変更した際には、利用者が

補償対象端末に係る登録の変更を申請した日が属する月の翌々月の１日を、変更後の

補償対象端末に係る利用開始可能日とし、変更後の補償対象端末に発生した偶発的な

事故については、その日以降に発生した補償対象事故に限り、安心端末補償サービス

を利用することが可能になるものとします。 

本件プランに係る利用契約が成立している場合であっても、利用可能開始日より前に

補償対象端末に発生した偶発的な事故については、利用者は、安心端末補償サービス

を利用することはできないものとします。 

なお、利用者は、当社に対して、本件プランに係る利用契約の申込み（本件プラン以

外のプラチナ光サービスの別のプランから本件プランへの変更の申込みを含みます）



を行うにあたっては、当社が引受保険会社との間で締結している電気的・機械的事故

補償特約付き動産総合保険契約に関し、その記名被保険者（兼保険金受取人）として

利用者を追加することに係る引受保険会社所定の書類の提出その他、当社の求めると

ころにしたがって必要な手続、協力を行っていただくことになります。 

 

６．期間中の補償金額等 

補償金額    補償対象端末が修理可能である場合に限り、その修理費１０万円を

安心端末補償サービスに基づく補償の上限金額とします（修理費が１０万円以下であ

る場合には実額とし、修理費が１０万円を上回る場合には１０万円とします）。 

補償上限回数  １年間に１回を限度とします。ある補償対象事故により補償を受け

た利用者は、当該補償対象事故（修理業者が行う故障診断で故障発生日と判断された

日（ただし、故障診断で故障発生日が明確に判断できなかった場合は、故障診断が行

われた日とします）を基準とします）から１年以内に発生した偶発的な事故について

は、安心端末補償サービスによる補償を受けることはできません。 

補償対象期間  利用可能開始日を始期として、本件プランに係る利用契約が継続し

ている期間（ただし、安心端末補償サービスの利用を一時的に停止されまたは安心端

末補償サービスの提供が一時的に中止されている場合には、その停止または中止期間



は除きます）。 

ただし、利用者が補償対象端末を売却または譲渡した場合には、本件プランに係る利

用契約が継続している場合であっても、安心端末補償サービスによる補償は終了する

ものとします。 

補償請求期間  利用者は、補償対象事故、損害が発生した後、速やかに補償請求を

行わなければならないものとします。 

補償対象となる事故 補償対象端末が本件プランに係る利用契約の契約住所（利用者

が、本件プランに係る利用契約に基づき当社により提供される光回線サービスに補償

対象端末を接続して利用する場所として、当該利用契約に記載または記録された場所

をいいます）にある間に発生した補償対象事故に限ります。 

補償対象となる利用 日本国内での利用に限ります。 

（注）利用者が当社との間で複数の本件プランに係る利用契約を締結している場合、

補償対象事故の該当性の有無、補償金額、補償上限回数、補償対象期間等について

は、その複数の利用契約を通算せず、利用契約ごとに個別に適用、判断されるものと

します。 

 



７．引受保険会社から支払われる保険金について 

利用者が、補償対象事故の発生により補償対象端末が故障等したとして、下記９．記

載のお手続にしたがって、引受保険会社に対して保険金を請求された場合には、引受

保険会社が「動産総合保険契約普通保険約款」、「電気的・機械的事故補償特約」、「商

品付帯契約に関する特約」およびその他の付帯特約に則って審査、判断を行います。

その審査、判断の結果、保険金の支払いを決定した場合には、引受保険会社は、上記

６．記載の補償金額および補償上限回数の範囲内で、当該補償対象端末の修理費に相

当する金額の保険金を利用者にお支払いするものとします。ただし、補償対象端末に

付帯されたメーカー保証もしくは販売店等の保証の利用が可能である場合、または当

該損害を補償する内容の他の損害保険契約が締結されている場合（保険契約者が利用

者自身であるか否かは問わないものとします）には、それらの保証または損害保険契

約をこの安心端末補償サービスに優先して利用していただきます。 

 

８．補償の対象とならない主な損害 

補償対象端末の事故があった場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、

補償の対象とはなりません。ただし、以下のいずれかとして記載するものは、補償の

対象とはならない主な場合を例示的に説明したものであり、ここで列挙したもの以外



にも補償の対象とはならない場合があります。補償の対象とならない場合の正式かつ

正確な詳細については、引受保険会社が定める「動産総合保険契約普通保険約款」、

「電気的・機械的事故補償特約」、「商品付帯契約に関する特約」およびその他の付帯

特約に定めるとおりになりますので、必ずこれらの内容をご確認いただくか、必要に

応じて、当社または下記９．に記載する佐渡島商事株式会社（当社と引受保険会社の

間で締結する電気的・機械的事故補償特約付き動産総合保険契約に係る保険代理店で

あり、以下、「保険代理店」といいます）にお問い合わせください。 

 ・地震や噴火またはこれらによる津波、風災、水災等に起因する補償対象端末の故

障等 

 ・風災、雹災、雪災または不測かつ突発的な事故のいずれにも該当しない、風、

雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏りに起因する補償対

象端末の故障等 

 ・火災、落雷、破裂、爆発、放射能汚染に起因する補償対象端末の故障等 

 ・温度・湿度の変化または空気の乾燥・酸素の欠如（これらの事象につき原因の如

何は問いません）に起因する補償対象端末の故障等 

 ・１時間未満の電力の停止または異常供給に起因する補償対象端末の故障等 

 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の



事変または暴動に起因する補償対象端末の故障等 

 ・差押え、没収、収用、破壊等、国または公共団体の公権力の行使に起因する補償

対象端末の故障等 

 ・利用者の債権者等による自力救済行為等に起因する補償対象端末の故障等 

 ・補償対象端末の欠陥に起因する損害 

 ・利用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による補

償対象端末の故障等 

 ・利用者と同一世帯に属する親族の故意もしくは重大な過失または法令違反による

補償対象端末の故障等 

 ・利用者以外に、事実上、補償対象端末を使用または管理する者がいる場合、その

者の故意もしくは重大な過失または法令違反による補償対象端末の故障等 

 ・利用者が法人である場合には、その役員または従業員もしくは利用者の指揮監督

下で利用者の業務に従事する者（派遣社員を含みますが、これに限りません。以下、

同様とします）の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する補償対象端末の

故障等 

 ・利用者、利用者が個人である場合の同一世帯に属する親族、または利用者が法人



である場合の役員、従業員もしくは利用者の指揮監督下で利用者の業務に従事する者

以外の者が補償対象端末を使用した場合に発生した補償対象端末の故障等 

 ・補償対象端末内のデータまたはアプリケーション等の消失、毀損等による損害 

 ・直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデント（ただし、サイバー

攻撃により生じた事象以外のものは除く）によって生じた損害。 

 ・補償対象端末の盗難、詐欺もしくは横領または紛失、置き忘れによる損害 

 ・補償対象端末のすり傷、かき傷、塗料の?がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその

他外観上の損傷または汚損であって、補償対象端末が有する機能の喪失または低下を

伴わない損害 

 ・補償対象端末に加工を施した場合、その加工に着手した後に生じた損害 

 ・補償対象端末に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣に起因して

発生した補償対象端末の故障等 

 ・補償対象端末における日時認識エラーが原因で発生した補償対象端末の故障等 

 ・補償対象端末の自然の消耗、劣化または性質によるむれ、カビ、変色、変質、さ

び、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれもしくは自然発熱等に起因する損害等 

 ・利用者が補償対象端末を他者に売却または譲渡した後に生じた補償対象端末の故



障等 

 ・補償対象端末が本件プランに係る利用契約の契約住所以外の場所にある状況で発

生した補償対象端末の故障等 

 ・補償対象端末が修理不能（全損）である場合の損害 

 ・補償対象端末を本件プランにより当社が利用者に提供する光回線サービスに接続

していない状態で発生した補償対象端末の故障等 

 ・補償対象端末の故障等に係る修理費が１０万円を超える場合の１０万円を超える

部分 

 ・補償対象端末の故障等に係る修理費に航空運賃が含まれる場合、航空輸送によっ

て増加した費用に係る部分 

 ・下記９．記載のお手続にしたがった請求を速やかに行わなかった場合（合理的な

理由なく、必要書類の提出を遅延した場合を含みますが、これに限りません） 

 ・本件プランに係る利用契約の成立前またはその終了後（その終了事由の如何は問

いません）に補償対象端末に生じた事故による故障等 

 ・本件プランに係る利用契約が存続している間であっても、利用開始可能日より前

に補償対象端末に生じた事故による故障等 



 ・本件プランに係る利用契約が存続している間かつ利用開始可能日より後であって

も、当該利用契約に係る利用者が安心端末補償サービスの利用資格を一時的に停止さ

れた期間に補償対象端末に生じた事故による故障等 

 ・本件プランに係る利用契約が存続している間かつ利用開始可能日より後であって

も、安心端末補償サービスの提供が一時的に中止された期間に補償対象端末に生じた

事故による故障等 

 ・安心端末補償サービスの提供が廃止された後（本件プランに係る利用契約が存続

しているか否かは問いません）に補償対象端末に生じた事故による故障等 

 ・本件プランに係る利用契約ないし安心端末補償サービスの提供が終了または廃止

されておらず、かつ利用者が安心端末補償サービスの利用資格を一時的に停止された

期間または安心端末補償サービスの提供が一時的に中止された期間のいずれでもない

期間に発生した、補償対象端末に生じた事故であっても、下記９．記載の内容にした

がって利用者が必要な補償請求を開始するより前に、本件プランに係る利用契約の終

了ないし安心端末補償サービスの提供の終了または廃止（それらにつき、事由の如何

は問いません）、安心端末補償サービスの利用資格の一時的な停止、あるいは安心端末

補償サービスの一時的な提供の中止のいずれかに該当することとなった場合。 

ただし、この場合には、その後、本件プランに係る利用契約ないし安心端末補償サー



ビスの提供が終了または廃止されることなく、安心端末補償サービスの利用資格の一

時停止または安心端末補償サービスの提供の一時中止の状態が解かれたときは、その

限りではないものとします。 

 

９．損害発生の際のお手続きについて（保険金請求のお手続き） 

 ・補償対象端末について補償対象事故が発生したことを認識した場合、利用者は、

当社または保険代理店に対して、その旨をお電話にて直ちにご連絡ください。なお、

当社にご連絡いただいた場合には、ご連絡いただいた内容は当社が責任をもって保険

代理店および（保険代理店を通じて）引受保険会社に共有、報告するようにいたしま

す。 

なお、この場合の連絡先は、以下のとおりとします。 

当社－当社が運営する「プラチナ光サポートセンター」（TEL 0120-877-572。平日

9:00～18:00）。 

保険代理店－佐渡島商事株式会社（TEL 0798‐73‐1151） 

 ・また、上記のお電話によるご連絡をいただいた後遅滞なく、当社または保険代理

店からの指示に沿って、改めて補償対象事故に係る事故受付に関する内容を書面によ



り引受保険会社に対してご通知いただきます。 

 ・その後、保険金のご請求に際しては、上記のご連絡、補償対象事故に係る事故受

付の後、当社または保険代理店から、引受保険会社宛てご提出いただく保険金請求書

類および提出必要書類に係るご案内を差し上げますので、利用者（または利用者が委

任した代理人）は、保険金請求書類に必要事項を記入したうえで、提出必要書類を添

付のうえ、引受保険会社宛てにご提出ください。 

【提出必要書類】 

① 当該補償対象端末の写真（故障、破損等の状況が分かるもの） 

② 当該補償対象端末に係る修理業者作成の故障見解書（当該補償対象端末に係る機

種名（型番）、ならびに製造番号、シリアル番号またはＩＭＥＩ番号（ただし、これら

については、当該補償対象端末につき、利用者が当社に登録したものと同一であるこ

とが必要です。以下、この点は同様とします）が記載されているもの） 

③ 修理費用に係る見積書（当該補償対象端末に係る機種名（型番）、ならびに製造番

号、シリアル番号またはＩＭＥＩ番号が記載されているもの） 

④ 引受保険会社の定める書式による保険金請求書 

⑤ その他、当社または引受保険会社が求める書類 



 ・上記お手続きの際には、利用者ご本人であることを書面や口頭でご申告いただき

ます。また、そのご申告と併せて、運転免許証、パスポートのコピー等の本人確認書

類のご提出をお願いする場合があります。 

 ・引受保険会社は、ご請求いただいた保険金支払いの可否につき審査を行う際、保

険金請求書類および提出必要書類を確認、精査するほか、必要な事実確認・事実調査

（本件プランに係る利用契約の契約住所への立入調査を含みますが、これに限りませ

ん）を行う場合があります。この場合、利用者は、引受保険会社から求めがあった場

合、その事実確認・事実調査に協力しなければならないものとします。 

 ・その他、お手続き等の詳細については、引受保険会社が定める「動産総合保険契

約普通保険約款」、「電気的・機械的事故補償特約」、「商品付帯契約に関する特約」お

よびその他の付帯特約に定めるところにしたがうものとします。 

 

１０．保険代位 

補償対象事故による補償対象端末の故障等が、第三者の行為に起因して発生したもの

である場合において、引受保険会社が利用者に対してこの安心端末補償サービスに基

づき保険金を支払ったときは、引受保険会社は、当該利用者が当該第三者に対して有

する一切の権利について、保険金支払額を限度として代位取得するものとします。 



この場合、引受保険会社が当該第三者に対して、当該代位取得した権利に基づき請求

を行う場合において、引受保険会社が利用者に合理的に必要な協力を求めたときは、

利用者は、その求めに応じて引受保険会社に協力していなければならないものとしま

す。 

 

１１．損害発生および損害拡大の防止義務 

利用者は、補償対象端末に補償対象事故が生じた場合、これによる損害発生および損

害拡大の防止に努めなければならないものとします。 

 

１２．準拠法 

この補償を提供する引受保険会社の定める「動産総合保険契約普通保険約款」、「電気

的・機械的事故補償特約」、「商品付帯契約に関する特約」およびその他の付帯特約

は、日本国の法令に基づいて定められたものであり、利用者が引受保険会社に対して

（安心端末補償サービスの補償内容である）保険金の請求を行う場合についても、こ

れらの解釈等は、日本国の法令を適用します。 

 



１３．その他 

 ・本別紙２記載の内容は、本件プランを構成するサービスの一部である安心端末補

償サービスに係る補償内容、保険内容、保険請求の手続等の概要を説明したものであ

り、このサービスに係る保険内容およびその請求手続等の正式かつ正確なところは、

引受保険会社の定める「動産総合保険契約普通保険約款」、「電気的・機械的事故補償

特約」、「商品付帯契約に関する特約」およびその他の付帯特約に記載されているとこ

ろによりますので、その内容をよくご確認ください。 

また、（安心端末補償サービスに基づく補償内容である）保険金のお支払いの可否等に

ついては、引受保険会社の定める「動産総合保険契約普通保険約款」、「電気的・機械

的事故補償特約」、「商品付帯契約に関する特約」およびその他の付帯特約に基づき、

引受保険会社が審査、判断いたしますので、ご了承願います。 

 ・当社は、安心端末補償サービスに関し、引受保険会社が行う保険金のお支払いの

可否等に係る審査、判断または決定には一切関与をいたしません。また、引受保険会

社から利用者に対して保険金が支払われない場合（引受保険会社が上記８．記載の

「補償の対象にならない場合」であると認定したために保険金の支払いを行わない旨

の判断、決定を行った場合を含みますが、これに限りません）であっても、その保険

金が支払われない理由が当社の故意または重大な過失によるものである場合を除くほ



か、当社自体は、損害賠償その他名目の如何を問わず、利用者の当該損害等につき、

一切の補償、補てんをいたしません。 

 ・安心端末補償サービスの提供に関し、その保険金請求等に関する利用者に係る届

出事項、登録情報などを、当社は、引受保険会社および保険金の請求または支払いに

関する関係先（保険代理店を含みますが、これに限りません）に提供する場合があり

ますので、ご了承願います。 

（巻末）動産総合保険 その他付帯特約 

 

適用保険料に関する特約、吹込み・雨漏り損害限定補償特約、修理付帯費用保険金補

償特約、国内のみ補償特約、管球類単独損害対象外特約、消耗品単独損害対象外特

約、脱毛危険対象外特約、使用人の不誠実行為対象外特約、航空運賃対象外特約、自

力救済行為等対象外特約、１時間未満の電力停止等による損害対象外特約、混入・目

減り危険等対象外特約、臨時費用・残存物取片づけ費用対象外特約（商品付帯用)、耕

工作車特約、自動販売機等特約、冷凍・冷蔵・保温物特約、楽器特約、宝石・貴金属

特約（Ａ)、格落損害対象外特約、什器・備品等特約 現金・有価証券特約、万引き・

品不足危険対象外特約、温・湿度変化損害対象外特約、地中・水中・空中危険対象外

特約、加工中の限定危険補償特約、サイバーインシデント限定補償特約 


